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日頃より本会事業に深いご理解と多大なご支援を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、本県の地域福祉を取り巻く状況は、人口減

少や単身世帯とりわけ高齢者の増加、高騰する物価

と賃金、コロナ禍で進んだ地域のつながりの希薄化

など、これまでにない課題が重なり合う時代を迎え

ています。 

このような情勢は福祉関係者にとって、これまで同様の福祉サービスの提供なら

びに支え合う地域での暮らしを続けていくことが難しい局面に立たされていると言

えます。 

 

 これらを念頭に、福井県社会福祉協議会ではこのたび「第６次ふくい地域福祉プ

ラン２１」を策定いたしました。 

本プランでは、「地域共生社会」の実現に貢献すべく、重点的に取り組むテーマを

①福祉人材の定着支援 ②福祉事業の経営支援 ③誰もが主体となり支え合う地域

づくり ④安心社会のための子どもたちの心の育み の４つとし、関係各位と連

携・協力し、事業に取り組んでまいる所存でございます。  

 

一方でこのプランが、本会活動に限定するものでなく、社会福祉に関わるすべて

の皆様との要（かなめ）として共有され、基本理念である「誰もが身近な地域でそ

の人らしく安心して暮らせる福祉社会の実現」に向け、一丸となって取り組んでいく

ことをご期待申し上げます。 

 

結びに、６次プラン策定にあたり、多くの皆さまのご理解とご協力を賜りました

ことに、心より感謝申し上げます。 

 

 令和８年３月 

 

                社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

                  会  ⾧   清 水 則 明 
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社会福祉法人福井県社会福祉協議会（以下、「県社協」という。）では、事業活動や組織強

化の方向性を示す「ふくい地域福祉プラン」（地域福祉の推進に向けて県民、関係者との協

働活動を計画化する「地域福祉活動計画」。以下、「プラン」という。）を策定し、活動に取

り組んでいます。 
 

県社協の創設 50 周年（平成 13 年（2001）年）を機に策定に取り組み、これまで下記の

推進期間を経て改定してきました。 
 

 

第１次プラン 平成 14（2002）年度から平成 18（2006）年度まで（５年間） 

第２次プラン 平成 19（2007）年度から平成 21（2009）年度まで（3 年間） 

第３次プラン 平成 22（2010）年度から平成 26（2014）年度まで（５年間） 

第４次プラン 平成 27（2015）年度から令和 元（2019）年度まで（５年間） 

第５次プラン 令和 2 （2020）年度から令和 ６（2024）年度まで（５年間） 
 

 

令和６年度（2024）に第５次プランの推進期間が最終年度を迎えるにあたり、第６次プラ

ンの策定が必要となり、この間、新型コロナウィルス感染拡大により、社会のあり様が変化

するなか、人口減少や少子高齢化がさらに進み、福祉現場では人材不足がより深刻化し、社

会的孤立や福祉施設の経営難など新たな課題が顕在化してきました。 
 

この福祉課題に対応すべく、令和７（2025）年度は全プロパー職員が参加し、今後の福祉

課題の解決に向けて計画を策定することにし、協議しながら対応すべき重点課題を絞り、全

職員が次の推進期間の中で取り組んでいくことにしました。 
 

この計画は、第５次プラン推進期間において顕在化した諸課題や県社協業務を遂行するう

えで感じた福祉関係者の生の声、国の政策動向を踏まえ、本会の基本理念である「誰もが身

近な地域でその人らしく安心して暮らせる福祉社会の実現」を目指した活動を、県民、関係

者との協働ですすめていくために、どのような考えで、どこまで到達するのか、その方向性

を示したものです。 
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この計画は、福井県が策定する「福井県地域福祉支援計画」はもとより、社会保障制度、

介護保険制度、生活困窮者支援施策、社会福祉法人制度等、福祉・医療・教育等に関わる施

策の動向と整合性を図りながら、本県における地域福祉活動や事業を総合的に推進する計画

とします。 

また、この計画は、すべての県民、関係者の共通の行動指針としても位置づけます。 

 

第６次プランの推進期間は、令和８（2026）年度から令和 10（2028）年度の 3 年間とし

ます。なお、毎年の事業計画にあたっては、取り組みの推進状況や成果・課題を点検し、必

要に応じて計画を見直します。 

また、推進期間中に社会情勢や福祉動向に大きな変化が生じた場合にも、的確に対応し、

必要に応じた計画の見直しを行います。 

プランの策定にあたっては、県社協内に事務局職員で構成するプロジェクトチームを設置

し、各課所にて第 5 次プランの総括と課題の整理、第６次プランに向けての取り組みの方向

性の検討を行うとともに、今後の取り組みの参考とするため、関係する外部有識者等の意見

聴取の場を設けました。 

それらを踏まえ、全プロパー職員が年代ごとのチームを組み、県社協が重点的に取り組む

べきテーマを協議し、それらを持ち寄って、今期推進期間中に特に力を入れる４つの重点テ

ーマをまとめました。 

また、県社協の全事業について各課所で協議し、推進期間中の到達目標を定め、パブリッ

クコメントを反映し、策定しました。 

 第 6 次プランでは、取り組みの方向性として掲げる「基本目標」に到達するため、進行管

理の指標として掲げた「到達目標」によって、プランの推進期間中および最終的な評価を行

っていきます。 
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第５次「ふくい地域福祉プラン２１（令和２年度から５年間）」の構成は下図のとおり

で、第１次からの基本理念を踏襲し、その実現に向け４つの基本目標を掲げ、それぞれの目

標の実現に向けた取組として複数の推進方策（全 16 方策）を設定し、それぞれに具体な事

業を位置づけ推進してきました。 

この報告は、第６次計画に向け、課題整理のために第５次計画の実績について評価を行っ

たものです。「基本目標」ごとに実施状況を概括し、その際、達成目標に向けて取り組んで

きた個々の事業等ごとに評価指標（Ａ、Ｂ、Ｃ）を用い、表しています。なお、この指標は

令和４年度に実施した中間評価の際使用したものと同様であり、評価の際、着眼した定量ま

たは定性目標に対する実績（見込み）等に基づき判断しています。
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   ①生活福祉資金による特例貸付 

     対  象：感染症蔓延の影響による生活資金の減少により困窮される方 

      実 施 期 間 ：令和 2 年 3 月 25 日から令和 4 年 10 月 8 日まで 

      貸 付 数 ：延べ 12,424 世帯 

      貸付金額：4,383,630 千円 
 

   ②上記の借受人に対するフォローアップ ※令和 6 年 9 月 30 日現在 

     対  象：返済開始時期を迎え、未だ生活に困窮し返済困難な借受人 

     内   容 ：〔返済免除〕延べ 5,050 世帯 1,751,632 千円 

          〔返済猶予〕延べ 1,271 世帯   

※返済猶予は 1 年ごとの申請で、複数回（延⾧）が可能であり、猶予期

間中の返済も可能であることから、金額は記載していません（流動的

であるため）。 

          〔その他〕上記の 2 種類の手続きがなく、かつ返済が滞っている借受人を対象

に電話や訪問により生活状況を把握し、必要に応じ、免除等の手続

きを促している。 

 

   ①外国人技能実習生の受入れ支援 ※令和 6 年 12 月 1 日現在 

     事 業 開 始 ：ふくい外国人介護職員支援センターを令和２年度に設置 

     運営状況：〔タイ〕令和4 年4 月、技能実習生6 人（第１期）を受け入れて以降、現在、

県内17 法人の介護事業所に6 期まで計43 人の受入れを支援している。 

         〔ミャンマー〕令和 6 年 11 月、モデル的に県内１法人の障害福祉事業所にて

技能実習生 2 人の受入れを支援している。 

 

   ①災害派遣福祉チーム員（ＤＷＡＴ）の養成、登録、訓練及び被災地へのチーム派遣 

     事 業 開 始 ：令和 3 年度 

     チーム員登録数：122 人 ※令和 6 年 12 月 1 日時点 

     被災地派遣（実績）：令和6 年1 月能登半島地震 9 チーム27 人（令和6 年1 月～3 月） 
 

      ②災害時における相互協力に関する協定の締結（調印） 

     期 日：令和 3 年 10 月 4 日（月） 

     場 所：福井県社会福祉センター 

     調印者：本会と（公社）日本青年会議所北陸信越地区福井ブロック協議会（以下、JCI） 

     協 定 内 容 ：県内での災害時、本会の被災地住民に対する支援活動に対するＪＣＩによる人

的、物的な支援、協力 
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この計画の初年度であった令和２年度初頭から新型コロナウイルスによるパンデミックが

発生し、本県においても令和５年５月の感染症法上の類型変更（５類☞２類）以降も、感染

者の増減を繰り返し、令和６年７月には第 11 波が押し寄せました。 
 

昨今、ようやく落ち着きが見え、以前の日常を取り戻しつつありますが、この間３年余

り、世界規模で人流が制限され、社会経済活動が大きく停滞し、身近な地域においても親族

や住民同士が生活を共にする町内や集落においても活動や交流が抑制され、そのつながりが

希薄となり、関係性が脆弱化したともいわれています。 
 

また、ロシアによるウクライナ侵攻や中東における紛争の拡大、そして⾧引く円安等為替事

情等に地球規模による様々な事情を背景に上げ止まらない物価高騰が市民生活を直撃し、特に

生活に困窮する方々にとっては、先行きが見通せない厳しい生活を余儀なくされています。 
 

これらは、介護・障害報酬等の公定価格や自治体等からの補助金などを主な財源として運

営する社会福祉法人（社会福祉協議会を含む）にあっては、利用者に対するサービス提供上

不可欠なすべての経費（ヒト、モノ、ライフライン等々）が高騰するなか、それぞれの法人

において懸命な経営努力が行われています。 
 

本会にあっては、進行する少子高齢化と人口減少、とりわけ 2040 年（令和 22 年）に向

け急激に生産年齢人口の減少が予想され、全産業での人材確保が一層困難を極めています。

県民のセーフティネットを支える福祉サービスの担い手の養成・確保に向けた取り組みを県

内の社会福祉法人とともにさらに進めることが重要と考えています。 
 

さらに、先行き不透明な物価や人件費が高騰する状況をふまえ、県民の福祉向上に向けた

事業活動を安定的に継続し得る社会福祉法人の役割は大きく、経営にかかる課題の共有や基

盤の安定・強化や効率化等に向けた適切で敏速な取り組みが求められています。 
 

これら以外にも本県の社会福祉の発展に向け、取り組むべき課題は少なくありません。本

会においても取り得る手段や方法を模索しながら、計画目標の達成に向け取り組みを進めて

きた今期（第５次）ですが、前述した今日的課題への対応と、今期新たに取り組み始めた事

業活動をさらに前進させるため、次期（第６期）「ふくい地域福祉プラン２１」につなげて

いくこととします。 
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 人口構造の大きな変化が進み、地域

社会の支え手が減少する一方、支援が

必要と予測される高齢者が増加する傾

向が明確になっています。 

 

 とりわけ、本県では生産年齢人口が

2015 年の約 45 万人から 2045 年には

約 30 万人へと大幅に減少すると推計さ

れており、このままでは地域の労働力

や支え合いの基盤が縮小していくことが強く懸念されています。 

 

 また、世帯構造にも大きな変化がみ

られます。本県の単独世帯率は 2015

年の 26.4％から 2020 年には 29.7％へ

と上昇し、その内訳では高齢者の単身

世帯が 12.2％から 13.3％へと増加して

います。家族形態の多様化や単独世帯

の増加により、従来の家族による支援が十分に期待できない状況が広がっています。 

 

 加えて、全国的にも身寄りのない高齢者の増加が

課題となっており、2050 年には身寄りや頼れる親族

がいない高齢者が全体の 25％近くに達するとの推計

が示されています。身元保証、医療・介護の意思決

定、死後事務など、家族を前提としてきた生活上の

手続きは、今後は一層社会的な支えを必要とするこ

とが見込まれます。 

 

 こうした動向は、地域社会に求められる役割の重

要性を高めるとともに、孤立・孤独、生活不安、権

利擁護の脆弱化といった課題の深刻化を示唆しています。福井県社会福祉協議会としては、

これらの構造的変化を踏まえ、地域の誰もが安心して暮らし続けられる仕組みづくりを中期

的な視点で強化していく必要があります。  
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近年、物価上昇が⾧期化する中、介護・福祉分野では事業運営に直結するコスト負担が一

段と増大しています。特に、介護・福祉施設においては食材費・光熱費・人件費のいずれも

が上昇しており、経営を圧迫する「三重負担」が顕著となっています。国の調査でも、2024

年上半期の物価高騰による社会福祉法人経営への影響として、水道光熱費が最も深刻で、次

いで給食費が続くなど、基本的経費の高止まりが浮き彫りになっています。あわせて、人件

費も上昇基調にあり、安定的な事業運営を困難にする要因となっています。 

 

こうした中、介護人材の処遇改善も進められていますが、その賃金上昇の幅は過去最大と

なっています。2024 年における介護職員の平均給与は前年比で月額 1.4 万円増加していま

す。職員確保の観点で望ましい反面、事業者にとっては人件費負担の増加という新たな経営

リスクとなっています。 
 

その結果、社会福祉法人の財務状況は依然とし

て厳しく、2023 年には赤字法人の割合が 30.9％

と 3 割を超え、コロナ禍前の状況には戻っていま

せん。物価・人件費の高止まりが続く中で、経営

基盤の弱い法人ほど影響が大きく、持続可能な運

営体制の確保が課題となっています。 
 

さらに、医療・福祉分野では人材の安定確保が一

層困難になっています。2022 年の入職率は 14.4％に

とどまる一方、離職率は 15.3％と入職を上回ってお

り、近年回復されつつも構造的な人手不足が続いて

います。こうした人材流動性の高さは、サービス提

供体制の不安定化や既存職員の負担増大を招き、質

の維持・向上にも影響する可能性があります。 
 

物価と賃金の高止まり、法人経営の脆弱化、人材確保難が同時に進行する現状は、地域の

福祉基盤を支える社会福祉協議会にとっても重大な課題であり、中期的な視点で経営環境の

変化に対応していくことが不可欠となっています。 
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 新型コロナウイルス感染

症の流行を契機として、地

域における人と人とのつな

がりも変容していると考え

られます。特に若年層にお

いては地域との関係性が低

く、県が 2024 年に実施

した調査では、20 代の約 

5 割が「地域づきあいがな

くても困らない」と回答し

ています。一方、「地域の助け合いは大切」と考える割合も 3 割強あります。 

 

 こうしたつながりの希薄化は、子ども・若者を取り巻く状況

にも深刻な影響を及ぼしています。全国では、小中高校生の自殺

者数が 2024 年に 529 人で過去最多を更新し、死因の第 1 位

となっています。社会的孤立の進行や相談先の乏しさ、心理的

ストレスの増大など、若年層が抱える問題が可視化されている

ともいえます。 

 

 また、社会全体で孤立が深刻化していることを示す指標として、

ひきこもりの増加も見逃せません。内閣府の 2023 年の調査では、

全国のひきこもり状態にある人は推計 146 万人と、10 年で約 4 

倍に増加しています。福井県においても同様の傾向がみられ、生活

困窮相談や児童虐待相談は 2017 年からの 6 年間で 6 割増と大幅

に増加しており、家庭内・地域内の孤立リスクが高まっていること

がうかがえます。 

 

 このように、コロナ禍が契機と考えられる

地域のつながりの希薄化が進む一方で、孤立

や不安を抱える人々は増加しており、従来の

地域コミュニティ機能だけでは支えきれない

状況が進行しています。福井県社会福祉協議

会としては、地域のつながりを再構築し、孤立を早期に発見・支援できる体制を整えていくこと

が、今後の中期的な重要課題に位置づけています。 
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 福祉従事者の不足は、福祉サービスの継続性に直接的な影響を及ぼしています。⾧期にわ

たり離職率が高止まりしているうえ、採用率も低下していることから、さらなる人材不足が

生じ、現場の疲弊は一層深刻化しています。加えて、物価高騰や処遇改善に伴う経費の増加

が、社会福祉法人など福祉サービス事業者の経営を圧迫しており、サービスの質と量を安定

的に維持することがますます困難になっています。 
 

 こうした厳しい状況が続く中で、必要な時に利用できる質の

高い福祉サービスの提供体制を維持していくためには、福祉人

材の採用促進や能力向上の支援、そして何よりも働き続けられ

る環境づくりの強化が不可欠です。さらに、社会福祉法人の経

営についても、事業連携や事業譲渡、合併等といった組織のあ

り方に踏み込んでいく支援のあり方などを検討し、多角的かつ

実効性のある取組を進めていくことが求められています。 

単身世帯の増加に伴い、孤立や孤独を抱える方が増え続けています。特に高齢者や若年層で

は、地域とのつながりが希薄になり、地域の支え合いの仕組みが機能しにくい状況が生じてい

ます。こうした中、人と人とのつながりを生み出す場が確保されなければ、孤立する人たちが

今後さらに増加することも懸念されます。そのため、地域福祉活動においては、地域のつなが

りを再構築し、誰もが関わり合える環境を整えていくことが急務となっています。 
 

また、災害に備えた地域の連携体制の構築も重要な課題です。平時から顔の見える関係性

が築かれていれば、災害時の迅速な対応につながります。しかし現状では、地域での支え合

いの重要性が十分に浸透しているとは言えず、意識の向上が求められています。地域住民一

人ひとりが福祉を「自分ごと」として捉え、共に支え合う意識を育んでいくことが、今後ま

すます重要となります。 
 

さらに、こうした取り組みを担い、将来の地域

を支えていく中心となるのは若い世代です。その

ためにも、子どもたちに目線を合わせ、思いやり

や協働の心を育み、地域や福祉に対する関心や愛

着を高めていくことが必要です。こうした働きか

けこそが、福祉が息づく未来の地域づくりにつな

がっていきます。 
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 本会の基本理念および組織理念、組織スローガンは、第 2 次プランの策定時（平成 18

（2006）年度）に新たに掲げられ、第３次以降、この内容を継承してきました。 

 第６次プランにおいても、これらを基本コンセプトに位置づけています。 

 私たちが実現をめざす福祉社会とは、誰も

が人として尊重され、多様なつながりをつく

り、互いに支え合いながら、いつまでも安心

して暮らせる社会です。 

 

 基本理念を実現するために、福井県社協が組織

として大切にしていくこと、役職員一人ひとりが

県民の皆さんと約束することが組織理念です。 

 私たちは、県民との語らいの中から、「ふく

し」の価値を共有し、協議と協働により、笑顔

（しあわせ）があふれる地域づくりに努めます。 

 福井県社協が、県民の皆さんと一緒に活動を進

めていくときに、私たちの理念を端的に表現した

もの、共感していただくための合言葉が組織スロ

ーガンです。 

 私たちが県民の皆さんと共有したいことは『つ

ながり』の力で「まち」や「ひと」が「えがお」

でキラリと輝くことです。そして、『つながる』

ことの楽しさや可能性を感じてもらうことです。
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 第６次プランでは、今日の地域福祉を取り巻く状況の変化と本県の福祉基盤・社会資源の現

状、国や県の福祉施策の動向を踏まえ、３つの基本目標とその目標に関連する１４の推進方策

を設定しました。 

 

誰もが安心して暮らせる地域社

会の実現に向け、支え合いのしく

みづくりを推進します。 

居場所づくりやボランティアの

活性化、生活困窮者支援、災害福

祉など多角的に取り組みます。

人材確保や職場環境の改善、研

修の充実、法人経営支援などを通

じて、福祉サービスの安定供給と

担い手づくりを推進します。 

新たな課題に柔軟かつ迅速に対

応するため、情報発信と課題共有

のネットワーク強化を図るととも

に、持続可能な活動を支える組織・

財政基盤の整備を推進します。 

➊  

➋  
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 6 次プランでは、先に述べた「直面している課題」を見据え、特に優先して取り組むべき事

項を整理し、以下の 4 つの重点テーマとして位置づけました。 
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この章では、第６次プランにおいて３年間で展開する主要な取組内容とその目指す成果、

ならびに関連する重点テーマを明示し、各年度の事業計画策定の際には、県社協全体で重点

テーマを意識した事業展開を図っていきます。 
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 「第６次ふくい地域福祉プラン２１（案）」について、県民、関係者の皆様、役員から意見を募

集したところ、４名の方から８件の貴重なご意見をいただきました。 

 県社協では、いただいたご意見について、今後の取組みの参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

    令和８年２月１６日（月）～３月４日（水）  

 

 

     ８件（４名）  

 

 

    意見募集の結果は次頁のとおり  
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第６次ふくい地域福祉プラン２１ 

令和８（2026）年度～令和１０（2028）年度 
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